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議案第３０号  

 

損害賠償の額を定め和解を行うことについて  

 

 

 令和元年８月６日に発生した自動車事故による損害のうち、物損に係る部分に伴う

損害賠償の額を定め、和解を行うことについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定により、議会の議決を求める。  

 

記  

 

１  損害賠償の額を定めること。  

(1) 相  手  方  市外在住  男性  

(2) 損害賠償額  １ ,７４５ ,１７６円  

 

２  和解を行うこと。  

上記の金額で相手方と和解を行う。  

 

 

 

令和元年９月１３日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

自動車事故による損害のうち、物損に係る部分の損害を賠償するため、提案するも

のであります。  
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事  故   の   概  要  

 

１  事 故 の 日 時   令和元年８月６日午前１０時２０分頃  

 

２  事故発生場所   塩尻市  

 

３  事 故 の 概 要   長野自動車道下り線塩尻インターチェンジ合流地点付近

にて、公用車が追越し車線で先行する相手車両の後方に前

方不注意により追突した。相手方は負傷し、双方の車両が

破損した。  

 

４  相 手 方   市外在住  男性  

 

５  損 害 賠 償 額   １ ,７４５ ,１７６円  

うち  車両損害額   １ ,１６４ ,４４０円  

   格落損害額     ３４９ ,３３２円  

   物品損害額      ５９ ,７００円  

   レッカー代      ５０ ,２０４円  

   レンタカー代    １２１ ,５００円  

 

 

議案第３０号関係資料  
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議案第３１号   

 

請負契約の締結について  

 

 

市営住宅若宮団地高齢者向け住宅建築工事について、下記のとおり請負契約を締結

するため、伊那市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（平成１８年伊那市条例第４７号）第２条の規定により、議会の議決を求める。  

 

記  

 

１  契 約 の 目 的  市営住宅若宮団地高齢者向け住宅建築工事  

２  契 約 の 方 法  随意契約  

３  契 約 金 額  ２９５ ,９２０ ,０００円  

          （内消費税  ２１ ,９２０ ,０００円）  

４  契約の相手方   伊那市山寺２５４番地４  

          西武建工株式会社  

           代表取締役  春日  貞秋  

 

 

 

令和元年９月１３日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

市営住宅若宮団地高齢者向け住宅建築工事請負契約を締結するため、提案するもの

であります。  



 

市営住宅若宮団地高齢者向け住宅建築工事説明資料 

 

工 事 名 市 営 住 宅 若 宮 団 地 高 齢 者 向 け 住 宅 建 築 工 事 

工種、金額 

 

及 び 

 

相 手 方 

工  種 金  額 相  手  方 

建 築 工 事 
２９５,９２０,０００円     

（内消費税 ２１,９２０,０００円）    

 西武建工株式会社 

  代表取締役 春日 貞秋 

電気設備工事 
６１,５６０,０００円     

（内消費税  ４,５６０,０００円）    

 有限会社林電機商会 

  代表取締役 伊藤 幸雄 

機械設備工事 
８２,０８０,０００円     

（内消費税  ６,０８０,０００円）    

 清野建設株式会社 

  代表取締役 栗原 敦司 

合  計 
４３９,５６０,０００円 

（内消費税 ３２,５６０,０００円）    
 

工 事 概 要 

構   造 木造 平屋建て 

延べ床面積 1,171.29㎡ 

仕   様 全２０戸 ２名向け住戸（６戸）、単身者向け住戸（１４戸） 

      共用スペース（共用キッチン、薪ストーブ、畳コーナー、洗濯コーナー、管理人コーナー、トイレ）、廊下、集合玄関、 

外物置、駐輪場ほか 

特 記 事 項 地域産木材使用（室壁、共用スペース、廊下、柱） 

工 事 期 間 契約の日から令和２年７月３１日まで    

予       算 
総事業費 

（継続費） 
４５６,０００,０００円 主な財源 

社会資本整備総合交付金（交付率２分の１） 

公営住宅建設事業債（充当率１００％、交付税算入なし） 

 

議案第３１号関係資料（１） 

-
 
6
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-
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- 

市営住宅若宮団地高齢者向け住宅建築工事配置図 
議案第３１号関係資料（２） 



 

  
市営住宅若宮団地高齢者向け住宅建築工事平面図 議案第３１号関係資料（３） 

  

-
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議案第３１号関係資料（４） 

-
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- 

南 側 

北 側 

東 側 西 側 

市営住宅若宮団地高齢者向け住宅建築工事立面図 
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